
  

 
令和７年 11 月 20 日 

独立行政法人都市再生機構 
              東日本都市再生本部 

土地譲受人募集広告書  
１ 譲渡土地の表示 

地 区 名 所 在 地 地目 面 積 
用途地域 

（建ぺい率/容積率） 

平河町二丁目 
千代田区平河町
二丁目５番 21 

宅地 
177.15 ㎡ 
（公簿） 

第二種住居地域／防火地域 
（60%／400%） 

注）募集内容及び譲渡土地の詳細は別途配布する土地譲受人募集要領資料一式（以下「募集
要領等」といいます。）に記載していますので、御参照ください。 

 
２ 申込資格 

申込者の資格は、次に掲げる（１）から（４）までとします。なお、複数者が連名（以下
「ＪＶ」といいます。）で申し込む場合は、全ての構成員がこれらの資格を満たしていること
とします。 

（１）次の①又は②のいずれかに該当する者であること。 
① 法人 
② 個人 

（２）独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 16 条第１項第１号から第３号
までに規定する次の条件を満たす者であること。 
① 本募集要領等に定められた義務を履行できる者であること。 
② 譲渡土地の譲渡の対価の支払能力がある者であること。 

（３）その他法令等により規定される次の条件を満たす者であること。  
① 法人が申し込む場合は、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、破産法（平成 16 年法律
第 75 号）、若しくは民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を受けていない者※又は
会社法（平成 17 年法律第 86 号）により特別清算を行っていない者であること。  
※ただし、会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者又は民事再生法に基づく再
生計画の認可を受けている者においては、入札参加資格を認める場合がありますので、
事前に御相談ください。 

② 個人が申し込む場合は、成年被後見人若しくは被保佐人でないこと又は破産者であった
者は、既に復権を得ていること。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２
号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
（以下、総称して「反社会的勢力」といいます。）及びそれらの者と関係を有する者※でな
いこと。 
※なお、それらの者と関係を有する者とは、次のとおりです。 
イ 譲渡土地を、反社会的勢力の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 
ロ 次のいずれかに該当する者 
（イ）法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいま

す。）が反社会的勢力である者又は反社会的勢力がその経営に実質的に関与している者 
（ロ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

をもって反社会的勢力を利用する等している者 
（ハ）反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積 

極的に反社会的勢力の維持運営に協力している者 
（ニ）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者 
（ホ）反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用している者 
ハ 上記イ又はロに該当する者の依頼を受けて申込みをしようとしている者 

④ ③のほか、不法な行為を行い、若しくは行うおそれのある団体、法人若しくは個人又は
これらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、譲受
人として機構が適当でないと認める者でないこと。 

⑤ 土地譲渡契約（以下「譲渡契約」といいます。）の締結に際し、機構が「犯罪による収益
の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）」に準じて行う本人確認※に応じること
ができること。 
※本人確認により取得した個人情報につきましては、法令の規定に準じ、本人の同意なく
行政庁に提供することがあります。 

（４）申込受付期間の最終日から起算して２年前の日以降において次に掲げる者のいずれにも該
当していないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につきましても
同様とします。 
① 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若しくは数量に関
して不正の行為をした者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者 



 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者 
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
⑥ ①から⑤までに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、
代理人、支配人その他の使用人として使用した者  

 
３ 募集要領等の配布期間・場所・方法 
（１） 配布期間 令和７年 11 月 20 日(木)から令和７年 12 月 19 日(金)まで 

ただし、土曜日及び日曜日並びに祝日を除く午前９時 30 分から正午まで及び 
午後１時から午後５時までとします。 

（２） 配布場所 東京都中央区八重洲１丁目３番７号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階 

        独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部事業推進第３課 
 
 
４ 申込方法等 
（１） 受付期間 令和７年 12 月 18 日(木)及び令和７年 12 月 19 日(金) 

ただし、午前９時 30 分から正午まで及び午後１時から午後５時までとします。 
（２） 受付場所 東京都中央区八重洲１丁目３番７号  

八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階 
        独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部事業推進第３課 
（３）申込方法 申込みは募集要領に記載する方法により行いますので、申込みを希望される方

は、申込みに必要な書類を上記（２）の受付場所に直接持参し、お申し込みく
ださい。 

 
５ 入札保証金の納付等 
（１）申込書提出前に、あらかじめ｢入札金額・入札保証金額対応表｣（募集要領同封）により、

入札しようとする金額（入札金額）に対応した金額以上の金額を入札保証金として機構の指
定する預金口座に振り込んでください。 

（２）入札保証金が納付されていることが確認できない入札書は無効とします。 
（３）入札保証金に利息は付しません。 
（４）再度入札を行う場合（下記７（３））の入札保証金は、初度の入札保証金をそのまま充当す

るものとします。入札金額の増額にかかわらず、入札保証金の追加納付は必要ありません。
ただし、落札が無効となり、再度入札を行う場合で、落札者を除き、既に入札保証金を返還
しているときには改めて再度入札の入札保証金を納付してください。 

 
 
６ 開札日時等 

開札年月日 開札時間 開札場所 

令和７年 12 月 22 日
（月） 

午後１時 

東京都中央区八重洲１丁目３番７号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階 
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都
心業務部入札室 

注）開札の立会いは、１入札参加者１名とします。入札参加者以外の方は、開札会場への入場
はできません。 

 
７ 入札方法等 
（１）入札の無効 

本広告に示した競争参加に必要な資格のない方のした入札及び入札に関する条件に違反した
入札は、無効とします。 

（２）落札者の決定 
機構があらかじめ定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札した方を落札者とします。 

（３）再度入札の実施 
開札の結果、落札者がいない場合、契約締結までに落札が無効となった場合又は落札者が辞

退した場合につきましては、当該入札参加者（無効となった者及び辞退した者を除きます。）
を対象として再度入札を実施します（ただし、再度入札は、１回のみとします。）。また、再度
入札の開札の結果、落札者がいない場合又は落札が無効となった場合につきましては、当該再
度入札参加者を対象として見積合せを実施します。 
再度入札及び見積合せは、入札結果の通知とともに送付する｢再度入札・見積合せ実施案内

書｣により行います。 
（４）入札結果の通知等 

募集（入札）結果は、書面により、地区名、落札者氏名及び落札金額を入札参加者全員（Ｊ
Ｖの場合はその代表者）に通知するほか、閲覧等により公開します。 

 
 



 

８ 契約方法 
（１）譲渡契約の締結 

落札者との譲渡契約の締結は、機構が指定する日（令和８年１月 19 日（月）を予定）に行い
ます。なお、機構が指定する日に譲渡契約を締結されない場合は、落札者又は契約の相手方と
しての一切の権利を放棄したものとします。 

（２） 譲渡代金の支払 
落札者には、譲渡契約締結日までに、譲渡代金全額を機構が指定する口座に振り込んでいた

だきます（入札保証金を充当し差額を支払うものとします。）。その際の振込手数料につきまし
ては落札者の負担となります。 

（３）譲渡条件 
  募集要領等のとおりです。 
 
９ 問い合わせ先   〒１０３―００２８ 

東京都中央区八重洲１丁目３番７号 
八重洲ファーストフィナンシャルビル 18 階 
電話番号 ０３―５２００―８５９２ 
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部都心業務部 

 
10 その他 

譲渡土地の譲受けを御希望の方は、必ず募集要領等を熟読の上、お申し込みください。 

 

以 上 


